
北海道立消費生活センター 札幌弁護士会 共催

様々な消費生活に関するトラブルについて、北海道立消費生活
センターの相談員と札幌弁護士会の弁護士が一緒にお電話・
面談でお話を伺います。

面談予約・問合せ 011-221-0110
北海道立消費生活センター
札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館西棟２Ｆ 北海道消費者教育PRキャラクター

「かしこしか」

※面談での相談をご希望の方は、事前予約が必要となります。詳しくは裏面をご覧ください。

※面談時間は先着順で調整させて頂きます。

電話回線が新しくな
るので光回線の料金
が安くなると電話で
言われ、工事を了承
した。契約先が変
わっていたことが
わかり解約したい。

ネット通販でお試しの
サプリメントを注文後、
定期購入だと気づいた。
解約したいが、電話が
繋がらない。

動画サイトで知り合った
人に、将来の値上がりが
確実な暗号資産があると
言われ取引したが、全く
儲からないので返金して
ほしい。

訪問販売で火災保険
の申請代行を契約し
た。工事を他社で行
うと給付金の４０％
を支払うようにと言
われた。

相談無料！
※通話料のみ負担




